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帯広圏デジタル化推進協議会設置要綱 改定案 

新旧対照表(案) 

 

 改正後 改正前 

（設置） 

第１条 帯広圏（帯広市、音更町、芽室町及び幕別町をいう。以下同じ。）の地域にお

いて、各自治体が連携したデジタル化の推進について調査検討を行うため、帯広圏

デジタル化推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

⑴ 帯広圏におけるデジタル化推進に係る方針の策定に関すること。 

⑵ その他帯広圏におけるデジタル化推進に必要なこと。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次の委員をもって構成する。 

⑴ 帯広市長 

⑵ 音更町長 

⑶ 芽室町長 

⑷ 幕別町長 

⑸ その他デジタル化推進に係る専門的知見を有する者 

 

 （任期） 

第４条 前条第５号に定める委員の任期は、辞任の申し出のあった日までとする。 

 

 

（座長役員） 

第４５条 協議会に幹事、副幹事及び座長を置きく。協議会において決定する。 

２ 幹事は、第３条第１号に定める委員をもって充てる。 

２３ 座長幹事は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副幹事は、幹事が指名する。 

５ 幹事が不在のときは、副幹事がその職務を代理する。 

６ 座長は、第３条第５号に定める委員をもって充てる。 

７ 座長は、議長となり、会議の進行役を担う。 

８ 座長が不在のときは、幹事が指名する者が、その職務を代理する。 

 

 

（設置） 

第１条 帯広圏（帯広市、音更町、芽室町及び幕別町をいう。以下同じ。）の地域にお

いて、各自治体が連携したデジタル化の推進について調査検討を行うため、帯広圏

デジタル化推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

⑴ 帯広圏におけるデジタル化推進に係る方針の策定に関すること。 

⑵ その他帯広圏におけるデジタル化推進に必要なこと。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次の委員をもって構成する。 

⑴ 帯広市長 

⑵ 音更町長 

⑶ 芽室町長 

⑷ 幕別町長 

⑸ その他デジタル化推進に係る専門的知見を有する者 

 

 

 

 

 

（座長） 

第４条 協議会に座長を置き、協議会において決定する。 

 

２ 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
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 改正後 改正前 

（会議） 

第５６条 協議会の会議は、座長幹事が招集し、議長となる。する。 

 

２ 協議会は、委員以外の者から、目的を達成するために必要な知識、情報及び経験

を有した者に参加を求め、会議に出席させることができる。 

 

（専門部会） 

第６７条 協議会には、詳細の事項の審議のため、必要に応じ、有識者による専門部

会を設置することができる。 

２ 専門部会は、協議会の座長を委員長とし、委員は、座長が任命する。 

３ 第４条の規定は、専門部会の委員の任期について準用する。 

 

（委員への謝礼) 

第７８条 第３条第５号の委員及び前条の専門部会の委員に対して、謝礼を支払うも

のとする。 

２ 前項の謝礼の金額は、会議開催１回につき 16,000 円とする。 

 

（庶務） 

第８９条 協議会の庶務は、帯広市において処理する。 

 

（その他） 

第９１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議

会において定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年１月 25日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和７年２月 14日から施行する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、座長が招集し、議長となる。 

 

２ 協議会は、委員以外の者から、目的を達成するために必要な知識、情報及び経験

を有した者に参加を求め、会議に出席させることができる。 

 

（専門部会） 

第６条 協議会には、詳細の事項の審議のため、必要に応じ、有識者による専門部会

を設置することができる。 

２ 専門部会は、協議会の座長を委員長とし、委員は、座長が任命する。 

 

 

（委員への謝礼) 

第７条 第３条第５号の委員及び前条の専門部会の委員に対して、謝礼を支払うもの

とする。 

２ 前項の謝礼の金額は、会議開催１回につき 16,000 円とする。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、帯広市において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に

おいて定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年１月 25日から施行する。 

 

 


